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船舶事故調査報告書 

 

                             令和３年１２月１５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員   岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年１０月２５日 １０時５４分ごろ 

発生場所 浦賀水道航路南口南方 

海獺
あ し か

島灯台から真方位１１０°１.７５海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３５°１２.１′ 東経１３９°４６.１′） 

事故の概要  貨物船いしづちは南進中、遊漁船加平
か へ い

丸は南東進中、両船が衝突し

た。 

いしづちは、右舷中央部に擦過傷を生じ、加平丸は、船首部に亀裂

を生じた。 

事故調査の経過  令和２年１１月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 いしづち、４９９トン 

  １４３３１４、誠洋汽船株式会社 

  ７４.８２ｍ×１２.００ｍ×７.１７ｍ、鋼 

  ディーゼル機関、１,３２３kＷ、平成３０年５月 

Ｂ 遊漁船 加平丸、４.８トン 

  ２３２－６２７８千葉、個人所有 

  １１.００ｍ（Lr）×２.５０ｍ×０.７８ｍ、ＦＲＰ 

  ディーゼル機関、１６２.００kＷ、昭和５１年６月 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ ６１歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和６１年５月１５日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成２８年４月５日 

  免状有効期間満了日 令和３年５月１４日 

船長Ｂ ８３歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和５０年１０月３日 

  免許証交付日 令和元年１０月１日 

         （令和７年４月２１日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 右舷中央部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部に亀裂 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、鋼材（コイル）約１,６００

トンを積載し、愛知県三河港豊橋区に向け、令和２年１０月２５日０

８時００分ごろ、千葉県千葉港葛南区を出港した。 

 Ａ船は、約１２ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で浦

賀水道航路（以下「本件航路」という。）を南進した。 

 船長Ａは、１０時４５分ごろ、Ａ船の右舷船首方２Ｍ付近に、約３

０隻の遊漁船の集団（以下「本件遊漁船群」という。）が漂泊してい

るのを目視により認めた。 

船長Ａは、１０時５０分ごろＡ船が本件航路南口に至り、右舷船首

方の本件遊漁船群の一部が不規則な動きをしているのを認めたが、そ

の付近で魚群を探索していて、Ａ船の次の予定針路から西側に０.５

Ｍほど離れているから、安全に航過できると思い、本件遊漁船群の動

きに留意しながら、針路を１９０°（真方位、以下同じ。）とした。 

 船長Ａは、右舷船首方の本件遊漁船群の動きと、自船の船首方約２

Ｍを南進する同航船との船間距離を気にしながら南進を続けたとこ

ろ、１０時５３分ごろ、右舷前方の本件遊漁船群の手前にＡ船まで約

３００ｍの距離に近づいているＢ船を認め、減速したのち、機関を停

止するとともに左舵一杯としたが間に合わず、Ａ船は、その右舷中央

部とＢ船の左舷船首部が衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客６人を乗せ、１０月２５

日０７時００分ごろ千葉県富津市上総
か ず さ

湊
みなと

港を出港し、同港の北西方

２Ｍ付近において、０７時２０分ごろから０８時００分ごろまで遊漁

を行った。 

Ｂ船は、その後本件航路を横断して神奈川県側へ移動し、０８時２

０分ごろから神奈川県横須賀市の海獺島の北東方１Ｍ付近で、０９時

４５分ごろから同島の南東側近傍で遊漁を行った。 

 船長Ｂは、１０時４５分ごろ、釣り場を千葉県側に変えることと

し、本件航路から南進する船及び本件航路へ入航しようと北進する船

が見当たらなかったので、海獺島南東方付近で遊漁中の本件遊漁船群

の動きに注意しながら、本件航路南口の南方１Ｍ付近を通過すること

とし、約８knの速力で南東進を開始した。 

 船長Ｂは、目視により本件遊漁船群の動きに注意を向けながら南東

進中、船尾側に乗船していた同乗者の声で、左舷から約３０ｍに近づ

いてくるＡ船を認め、右舵一杯とし機関を後進としたが間に合わず、

Ｂ船はＡ船と衝突した。 

（付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、付図１ 事故発生経過概略
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図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船 参照）  

 その他の事項 Ｂ船は、全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、南進中、船長Ａが、右舷船首方の本件遊漁船群の動きにの

み注意して、前路を南進する同航船との船間距離を監視しながら航行

を続けたことから、右舷方から接近するＢ船に気付くのが遅れ、機関

停止及び左舵一杯としたものの間に合わず、Ｂ船と衝突したものと考

えられる。 

Ｂ船は、船長Ｂが、本件航路を南進する船及び本件航路に入航しよ

うと北進する船が見当たらず、支障となる船舶はいないと思い、本件

遊漁船群の動きにのみ注意して南東進を続けたことから、接近するＡ

船に気付くのが遅れ、右舵一杯及び機関後進としたものの間に合わ

ず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が南進中、Ｂ船が南東進中、船長Ａが右舷船首方の

本件遊漁船群の動きにのみ注意して、前路を南進する同航船との船間

距離を監視しながら航行を続け、また、船長Ｂが、本件遊漁船群の動

きにのみ注意して航行を続けたため、互いに接近していることに気付

くのが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、交通量の多い航路筋付近を航行する場合、遊漁船の集団

など、特定の他船の動きのみに意識を向けることなく、常時、周

囲の見張りを適切に行うこと。 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナ位置であり、ＧＰＳアンテナの位置情報は、船首

から６０ｍ、船尾から１５ｍ、左舷から７ｍ、右舷から５ｍであった。また、対地針路及び船首方

位は真方位である。 

時 刻 

（時：分：秒） 

船  位※ 対地針路※ 

（°） 

船首方位※ 

（°） 

対地速力 

（kn） 
北 緯 

（°-′-″） 
東 経 

（°-′-″） 

10:10:45 35-19-57.4 139-42-15.9 170.9 169 12.2 

10:11:36 35-19-47.4 139-42-19.2 161.0 156 12.0 
10:20:35 35-18-18.6 139-43-35.1 138.7 140 12.2 
10:30:24 35-16-45.2 139-45-08.3 145.1 147 12.5 
10:38:16 35-15-20.7 139-46-09.1 166.6 173 12.4 
10:40:35 35-14-51.8 139-46-11.0 179.5 179 12.4 
10:42:35 35-14-27.0 139-46-11.5 178.8 180 12.4 
10:44:35 35-14-01.8 139-46-11.4 178.9 179 12.5 
10:46:34 35-13-36.7 139-46-11.4 180.4 179 12.6 
10:48:34 35-13-11.6 139-46-11.1 181.4 180 12.6 
10:50:46 35-12-43.9 139-46-10.4 180.8 181 12.3 
10:51:06 35-12-39.8 139-46-10.2 181.7 181 12.4 
10:51:16 35-12-37.9 139-46-10.1 182.0 181 12.4 
10:51:26 35-12-35.6 139-46-10.0 182.0 181 12.3 
10:51:35 35-12-34.0 139-46-09.9 181.8 181 12.3 
10:51:46 35-12-31.7 139-46-09.9 181.0 184 12.4 
10:51:55 35-12-29.8 139-46-09.8 183.2 185 12.4 
10:52:06 35-12-27.3 139-46-09.6 184.7 185 12.4 
10:52:16 35-12-25.2 139-46-09.4 184.9 189 12.4 
10:52:26 35-12-23.2 139-46-09.0 187.6 190 12.4 
10:52:46 35-12-19.1 139-46-08.1 190.4 190 12.4 
10:52:55 35-12-17.2 139-46-07.6 190.6 191 12.4 
10:53:06 35-12-15.2 139-46-07.1 191.1 191 12.4 
10:53:16 35-12-13.2 139-46-06.6 191.9 191 12.4 
10:53:26 35-12-11.1 139-46-06.1 193.0 184 12.5 
10:53:35 35-12-09.3 139-46-05.5 193.2 169 12.3 
10:53:42 35-12-07.9 139-46-05.4 184.8 159 11.8 
10:53:45 35-12-07.2 139-46-05.5 177.7 157 11.4 
10:53:52 35-12-06.0 139-46-06.0 166.1 159 10.6 
10:53:55 35-12-05.6 139-46-06.2 162.9 161 10.4 
10:54:06 35-12-04.0 139-46-07.1 160.2 171 9.9 
10:54:35 35-12-00.0 139-46-07.6 182.3 211 8.2 
10:54:59 35-11-57.4 139-46-06.2 212.3 240 6.5 
10:55:32 35-11-55.5 139-46-03.1 244.7 269 5.1 
10:56:02 35-11-55.1 139-46-00.4 264.7 290 4.3 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ａ船 
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